2026年　民間主要産別等統一要求方針
	労働組合名
	大阪府電力総連




１．統一要求方針
	賃上げ要求方針
	職場環境改善の取り組み（働き方改革等）

	月　例　賃　金　等
	【月例賃金】
＜ミニマム水準（最低到達水準）＞
	年齢
	18歳
	20歳
	25歳
	30歳
	35歳
	40歳
	45歳
	50歳

	水準(円)
	164,700
	174,300
	198,300
	237,900
	314,000
	360,500
	387,800
	392,700



　＜到達目標水準＞
（目標水準Ⅰ）賃金カーブ維持分の確保を大前提に、3％以上の月例賃金引き上げに取り組む。

【規模間格差の是正（中小賃上げ要求）】
・ミニマム水準及び目標水準Ⅰに到達していない加盟組合は、1％以上の格差是正分を上乗せした金額を要求する。また、3年前の賃金水準と比べ、9％以上（過去3年分の物価上昇率）増えていない場合は、その回復についても求める。

【雇用形態間格差の是正】
・企業内最低賃金協定の締結について、地域別最低賃金を考慮しつつ、時間額「地域別最低賃金＋80円以上」をめざす。
・昇給ルールの導入を求める。

【男女間賃金格差の是正】
・「見える化」と問題点の改善として、女性の昇進・昇格の遅れ、仕事の配置や配分が男女で異なるといった男女間格差の実態について点検を行い、積極的な改善措置（ポジティブ・アクション）をはかる。
・生活関連手当を求める。

【初任給】
・社会水準の確保
・年齢別最低到達水準の協定締結
	【「すべての労働者の立場にたった働き方」の改善】
(1)「豊かな生活の確保」と「あるべき労働時間の実現」の取り組み
　休日増、勤務間インターバル制度導入、年休取得促進　など
(2)すべての労働者の雇用安定に向けた取り組み
　働く者の雇用不安の払拭および人材の確保・育成・定着に関する諸課題の解決に向けて取り組む
(3)職場における均等・均衡待遇実現に向けた取り組み
　労働契約法・労働者派遣法および同一労働同一賃金に関する法改正の趣旨をふまえ、正社員とパート・有期・派遣　
　で働く者との均等・均衡待遇の実現に向けて取り組む
(4)人材育成と教育訓練の充実
　教育訓練機会の確保・充実、教育訓練の時間確保　など
(5)60歳以降の高齢期における雇用と処遇に関する取り組み
　定年延長導入時に60歳前後で連続した制度となるよう取り組む、労働者自身が60歳から65歳までの間で定年年
齢を選択できる仕組みづくり
(6)職場における安全衛生対策の推進に関する取り組み
　働きやすい職場の創出、作業環境、能力開発、健康管理、付与業務の確保　など
(7)テレワーク導入にあたっての労働組合の取り組み
　労使委員会等をつうじて検討を行い、過重労働など安全衛生面に配慮しつつ、職場実態に即した環境整備を促進
(8)障がい者雇用に関する取り組み
　障がい者に対する差別や働きやすい環境への配慮等の職場実態の把握とともに、必要に応じて職場環境を改善
(9)中小企業、有期・短時間・派遣等で働く労働者の退職給付制度の整備
　①退職金制度の確立
②退職金制度が確立されている組合は電力総連クリア基準｢1,550万円以上｣の確保とさらなる充実に取り組む
(10)短時間労働者に対する社会保険の適用拡大に関する取り組み
(11)治療と仕事の両立の推進に関する取り組み
　疾病を抱える労働者が適切な治療を受けながら働き続けられる環境整備、休業（休職）者の職場復帰に向けた「職場復帰支援プラン」の策定や試し出社の導入、医療機関によるリワークプログラムの活用　など

【ジェンダー平等・多様性の推進】
(1)女性活躍推進法および男女雇用機会均等法の周知徹底と点検活動
　｢えるぼし・プラチナえるぼし｣制度の認定取得に向けた取り組みを通じた環境整備　など
(2)あらゆるハラスメント対策と差別禁止の取り組み
(3)育児や介護と仕事の両立に向けた環境整備
　育児休業を取得できる子の年齢を3歳の年度末まで延長、子の看護等休暇における制度の実効性向上・拡充、時間
単位休暇における労働時間の途中での取得、事務所内託児所の設置　など
(4)次世代育成支援対策推進法にもとづく取り組みの推進
　行動計画の実施状況における点検・フォロー・職場実態に即した更新　など

	一時金関連
	春闘交渉時
	年間4ヵ月をベースとし、職場実態や組合員の貢献・努力、過去の妥結実績、社会情勢などをふまえ、4ヵ月に上積みをはかった要求を行う。


	

	
	季別交渉時
	
―
	


２．要求・回答・統一行動等
	交渉時期
	要求日
	回答日（統一交渉日程含む）
	統一行動等

	春闘時
	2月18日
	交渉のヤマ場は、連合の解決促進ゾーンをふまえ設定することとし、遅くとも3月末までの解決を目指す。
	　　　　　　　　　　　　　　　　　―

	夏季
	　　　　　　　　　　　―
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　―
	　　　　　　　　　　　　　　　　　―

	年末
	　　　　　　　　　　　―
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　―
	　　　　　　　　　　　　　　　　　―


※本表は、大阪府が設定した項目に基づき、作成したものです。従って、各産別等の統一要求方針の全てを記載しているものではありません。また、文言等は主旨の変わらない範囲で編集しています。
※季別（夏季・年末）交渉時の統一要求方針及び要求・回答・統一行動等は、一時金関連のみ記載しています。
